
 

 

手柄山スポーツ施設整備運営事業について、事業契約を変更したので、民間資金等の活

用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施行規則（平成２３年内閣府令第６５

号）第４条第４項の規定に基づき、その内容を公表します。 

 

令和６年１２月２４日 

 

姫路市長 清元 秀泰 

  



 

 

変更内容及び変更理由 

事業契約書第８６条の規定に基づく物価変動による設計・建設業務に係る対価の改定及び

事業契約書第３２条の規定に基づく設計図書等の変更に係る対価の改定に伴い、契約金額

を下記のとおり変更した。 

 

変更前契約金額：３５，１１９，０６９，９２５円 

（うち消費税及び地方消費税相当金額３，１７８，７３０，６６６円） 

変更後契約金額：３９，９５０，４２１，９６３円 

（うち消費税及び地方消費税相当金額３，６１７，９４４，４８８円） 
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1  公共施設等の名称及び立地 

（1）名称 

  新体育館、屋内競技用プール、屋外附属プール 

（2）立地 

姫路市西延末地内外 

 

2  選定事業者の商号又は名称 

住所 姫路市網干区新在家１２６１番地の１２ 

名称 ひめじ手柄山ＰＦＩ株式会社 

代表取締役  桑原 幹雄 

 

3  公共施設等の整備等の内容 

新体育館、屋内競技用プール及び屋外附属プールの設計、建設、工事監理、運営及び維持管

理を行う。 

 

4  契約期間 

令和３年１２月２１日から令和２３年３月３１日まで 

 

5  契約金額 

金３９，９５０，４２１，９６３円 

（うち消費税及び地方消費税相当額金３，６１７，９４４，４８８円） 

 

6  事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項は、「事業契約書」の以下の

条項のとおりである。なお、本事業契約書においては、姫路市を「甲」、ひめじ手柄山Ｐ

ＦＩ株式会社を「乙」としている。 

＜事業契約書（抄）＞ 

第１２章 契約期間及び契約の終了並びに指定管理者の指定の取消し 

（甲による任意解除等） 

第９１条 甲は、乙に対して、１８０日以上前に通知することにより、本事業契約を解除

することができる。 

 

（乙の債務不履行等による解除） 

第９２条 甲は、契約期間中、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約を解除

し、又は業務の停止を命ずることができる。 

(1) 乙が、運営・維持管理業務の実施を放棄し、かつ、３日以上にわたりその状態が継続し

たとき。 
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(2) 乙が、破産、会社更生、民事再生、特別清算又はその他の倒産手続について乙の取締役

会でその申立てを決議したとき、又は第三者（乙の取締役を含む。）によってその申立てが

なされたとき。 

(3) 乙が、業務報告書に重大な虚偽記載を行ったとき。 

(4) 乙が、甲の業務是正指示等に従わず、直ちに本事業契約を解除しなければ甲の行政運営

に重大な支障が生じるおそれがあるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、乙が本事業契約の債務を履行せず、甲が相当な期間を定め

て催告をしても乙が催告に係る債務の履行をしないとき。 

(6) 前各号までに掲げるもののほか、乙が本事業契約に違反し、その違反により本事業契約

の目的を達することができないと甲が認めたとき。 

(7) モニタリングの結果により甲が本事業契約を解除できるとき。 

２ 甲は、本件施設の引渡し前において、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業

契約を解除し、又は業務の停止を命ずることができる。 

(1) 乙が、設計業務又は建設業務に着手すべき期日を過ぎてもこれに着手せず、甲が乙に対

し、相当の期間を定めて催告しても、当該遅延が乙の責めに帰すことができない事由によ

り生じたものであることの合理的な説明がないとき。 

(2) 乙の責めに帰すべき事由により、本件引渡予定日から３０日が経過しても本件施設の引

渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないと甲が認めたとき。 

 

（談合行為等に対する解除措置） 

第９３条 甲は、本事業の入札手続について落札者が次の各号所定のいずれかに該当し

た場合には、本事業契約を解除することができる。 

(1) 構成企業、協力企業、又はこれを構成事業者とする私的独占の禁止及び公正取引の確保

に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第２条第２項の事

業者団体（以下「構成企業等及び団体」という。）が、本事業の入札手続について同法第３

条又は第８条第１号の規定に違反したとして、同法第７条又は第８条の２の規定による排

除措置命令（以下「排除措置命令」という。）が確定したとき。 

(2) 本事業の入札手続について、構成企業等及び団体に、同法第７条の２第１項（同第８条

の３において準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命令（以下「納付命令」

という。）が確定したとき（確定した納付命令が独占禁止法第６３条第２項の規定により取

り消されたときを含む。以下同じ）。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納付命令により、構成企業等及

び団体に、本事業の入札手続について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反す

る行為があったとされたとき。 

(4) 確定した排除措置命令又は納付命令により、構成企業等及び団体に、独占禁止法第３条

又は第８条第１号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該行為の対象とな
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った取引分野が示された場合において、当該期間に本事業の入札が行われたものであり、

かつ、本事業の入札手続が当該取引分野に該当するものであるとき。 

(5) 本事業の入札手続について、構成企業又は協力企業が、自ら又はその役員若しくは使用

人その他の従業者に刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９

条第１項若しくは第９５条第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

２ 甲は、乙が次の各号所定のいずれかに該当した場合には、本事業契約を解除すること

ができる。 

(1) 乙が、暴排条例で定める暴力団又は暴力団員、又は暴排要綱で定める排除対象業者、若

しくはこれらと密接な関係を有すると認められる者であることが判明したとき。 

(2) 乙が、暴排条例に違反している事実がある者であることが判明したとき。 

３ 甲は、前２項の規定により本事業契約を解除したときは、乙が被った損害を賠償する

ことを要しないものとする。 

 

（甲の債務不履行等による解除） 

第９４条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、本事業契約の全部又は一部を解

除することができる。 

(1) 甲がサービス購入料の支払を遅延し、乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわら

ず、当該義務を履行しないとき。 

(2) 乙が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、甲が本事業契約上の義務に違反し、

かつ、その違反により本事業契約の履行が困難となったとき。 

(3) 第１９条又は第２０条第３項の規定により要求水準書を変更したため、乙による要求水

準書に従った業務の遂行が著しく困難となったと認められるとき。ただし、乙の責めに帰

すべき事由に基づき要求水準書を変更する場合を除く。 

(4) 第４６条の規定による工事の施工の中止期間が６か月を超えたとき。ただし、中止が工

事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完成した後３か月を経過して

も、なおその中止が解除されないとき。 

 

（引渡し前の解除） 

第９５条 甲は、本件施設が引き渡される前に第９１条、前条又は第９９条の規定に基づ

き本事業契約が解除されたときは、自己の責任及び費用により、本件施設の出来形部分

（設計図書等の出来形部分を含む。以下同じ。）を検査の上、当該検査に合格した部分

（以下「合格部分」という。）を乙より買い受け、その引渡しを受けるものとする。この

場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由をあらかじめ乙に通知の上、

出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。 

２ 前条の規定により本事業契約が解除された場合において、甲が前項の規定により合

格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料及び第９７

条第８項の規定による損害賠償額の総額を、乙の請求により支払うものとする。このと



 

4 

き甲は、当該支払を別紙８の支払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより

行うものとし、当該出来形部分の所有権は、引渡しを受けたときに乙から甲に移転する

ものとする。 

３ 第９９条の規定により本事業契約が解除された場合において、甲が第１項の規定に

より合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービス購入料及び

乙が本事業契約による履行を終了させるために合理的に必要と認められる費用を乙の

請求により支払うものとする。このとき甲は、当該支払を別紙８の支払方法と同様の方

法による分割払い又は一括払いにより行うことができる。なお、当該出来形部分の所有

権は、甲が引渡しを受けたときに乙から甲に移転するものとする。 

４ 本件施設が引き渡される前に第９２条又は第９３条の規定に基づき本事業契約が解

除された場合、甲が事業用地の原状回復が合理的であると判断した場合を除き、乙は、

自己の責任及び費用により、引渡しされていない本件施設のうちの出来形部分の検査を

受けるものとし、甲は、合格部分を乙より買い受け、その引渡しを受けることができる

ものとする。甲が上記判断に基づき当該出来形部分を買い受けないときは、乙は、その

費用において速やかに事業用地を原状に回復して甲に明け渡さなければならない。 

５ 第９２条又は第９３条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、甲が

前項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサービ

ス購入料を乙の請求により支払うものとする。このとき甲は、当該支払いを別紙８の支

払方法と同様の方法による分割払い又は一括払いにより行うことができる。なお、当該

出来形部分の所有権は、甲が引渡しを受けたときに乙から甲に移転するものとする。 

６ 第９２条又は第９３条の規定に基づき本事業契約が解除された場合において、甲が

第４項の規定により合格部分の引渡しを受けたときは、甲は、合格部分に相当するサー

ビス購入料支払債務と乙の第９７条の規定による違約金又は損害賠償金の支払債務と

を対当額で相殺することができる。この場合において、甲は、相殺後に残額がある場合

は、乙の請求により前項に基づき分割又は一括により支払うものとする。 

７ 甲は、本条に基づき出来形の買受代金を別紙８の支払方法と同様の方法による分割

払いで支払うときは、乙と協議の上、次の各号に掲げる利率を超えない金利を付すもの

とする。 

(1) 本事業契約が第９１条又は第９４条により解除されたときは、乙の設計・建設業務に係

る当初借入として甲が認めるもの（乙の株主による劣後融資を除く。）に付された金利（当

該当初借入れの金利が借り入れ当初の条件に従って見直されたときは見直し後の金利）と

同等の利率 

(2) 本事業契約が第９２条、第９３条又は第９９条により解除されたときは、別紙８のサー

ビス購入料Ａの計算に用いるのと同等の利率 

 

（引渡し後の解除） 

第９６条 本件施設の引渡し後に第９１条から第９４条まで又は第９９条の規定に基づ
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き本事業契約が解除されたときは、本事業契約は将来に向かって効力を失うものとし、

甲は、第５３条の規定に基づき取得した本件施設の所有権を保持するものとする。甲は、

当該解除前に行われた業務に係る未払のサービス購入料があるときは、解除前の支払ス

ケジュールに従ってこれを支払うものとする。 

２ 甲は、本事業契約が解除された日から１４日以内に本件施設の現況を検査するもの

とし、当該検査により、本件施設に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められる

ときは、乙に対してその修補を求めることができる。この場合において、乙は、必要な

修補を実施した後、速やかにその旨を甲に通知しなければならない。甲は、当該通知の

受領後１０日以内に当該修補の完了の検査を行わなければならない。 

３ 乙は、前項に規定する手続の終了後速やかに運営・維持管理業務を甲又は甲が指定す

る者に引き継ぐものとする。 

４ 甲は、第９９条の規定に基づき本事業契約が解除された場合、乙が運営・維持管理業

務を終了させるために合理的に必要と認められる費用を乙の請求により乙に支払うも

のとする。 

 

（違約金等） 

第９７条 第９３条の規定に該当するときは、本事業契約が解除されるか否かにかかわ

らず、甲は、サービス購入料の総合計額（消費税及び地方消費税相当額を含む。以下こ

の項において同じ。）の１０分の２に相当する額を違約金として乙に請求するものとし、

乙は速やかにこれを支払わなければならない。なお、乙は、乙又は応募グループの構成

員である構成企業若しくは協力企業が本事業契約に関して次の各号のいずれかに該当

したとき、又はこれらの者が代理人、支配人その他使用人若しくは入札代理人として使

用していた者が本事業契約に関して第２号に該当したときは、本項本文に規定するサー

ビス購入料の総合計額の１０分の２に相当する額の違約金のほか、同総合計額の１００

分の５に相当する額を違約金として、甲の指定する期間内に支払わなければならない。

本件施設の工事が完了した後も同様とする。 

(1) 第９３条第１項第２号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占

禁止法第７条の３第２項又は第３項の規定の適用があるとき。 

(2) 第９３条第１項第１号又は２号に規定する排除措置命令若しくは納付命令又は同

項第５号に規定する刑に係る確定判決において、違反行為の首謀者であることが明ら

かになったとき。 

２ 第９２条に定める事由に該当する場合、甲は、これによって生じた損害の賠償を乙に

請求することができる。 

３ 前項の場合において、甲はその選択により、前項の損害賠償の請求に代えて、次の各

号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額を違約金として甲が指定する期限までに、

甲に支払うよう請求することができる。 

(1) 本件施設の引渡し前に解除された場合 
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設計・建設業務の対価の総額（ただし、消費税を含み支払利息相当額を除く。）の１

０分の１に相当する額 

(2) 本件施設の引渡し後に解除された場合 

当該解除された日が属する事業年度に支払われるべき別紙８に定めるサービス購入

料Ｃ及びサービス購入料Ｄの合計金額（消費税を含む。第８６条の規定によりサービス

購入料が改定された場合には、改定後の金額とする。）の一年間分に相当する金額の１

０分の１に相当する額。なお、当該解除が開業準備業務期間の属する年度になされた場

合の違約金額は、当該年度の翌年度に支払われるべきサービス購入料Ｃ及びサービス購

入料Ｄの合計金額（消費税を含む。第８６条の規定によりサービス購入料が改定された

場合には、改定後の金額とする。）の一年間分に相当する金額の１０分の１に相当する

額 

４ 次に掲げる者が本事業契約を解除した場合は、第９２条第１項第２号に該当する場

合とみなす。 

(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法（平成１６年法律第

７５号）の規定により選任された破産管財人 

(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法（平成１４年法

律第１５４号）の規定により選任された管財人 

(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法（平成１１年法

律第２２５号）に規定する再生債務者又は同法の規定により選任された管財人等 

５ 前４項に掲げる場合（第９３条の規定により本事業契約が解除された場合を除く。）

において、甲が第１１条に基づく契約保証金又は履行保証保険金（以下、本条において

「契約保証金等」という。）を受領しているときは、これを賠償金又は違約金に充当する

ことができる。 

６ 甲は、前項の規定により契約保証金等を賠償金又は違約金に充当した後になお余剰

があるときは、当該余剰に係る契約保証金等は、違約金として甲に帰属する。 

７ 乙は、第９２条の規定により本事業契約を解除した場合において甲が被った損害額

が第３項で定める違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき、支払わな

ければならない。 

８ 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、甲に対して、これによって生じた

損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本事業契約及び

取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものである

ときは、この限りではない。 

(1) 第９１条又は第９４条の規定により本事業契約が解除されたとき。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が

不能であるとき。 

９ 第１項から第３項まで又は第６項の場合において、甲は、損害賠償金又は違約金請求

権と乙のサービス購入料請求権その他甲に対する債権とを対当額で相殺することがで
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きる。 

１０ 前項の場合において、充当する債権の順序は、甲が指定するものとする。 

 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第９８条 本件引渡日以後において、本事業契約の定めに基づき本事業契約が解除され

た場合、甲は、本指定を取り消すものとし、当該取消しがなされたときに当該解除の効

力が生じるものとする。 

２ 甲は、本件引渡日以後に本事業契約が解除され前項の規定により本指定が取り消さ

れた後も、本件施設の所有権を保持する。 

 

（不可抗力又は法令変更等による契約解除） 

第９９条 不可抗力又は法令変更等により、乙による事業の継続が不可能となった場合

又は事業の継続に過分の費用を要する場合において、第１０６条第１項又は第１０８条

第１項の通知の日から６０日を経過しても第１０６条第２項又は第１０８条第２項の

協議が調わないときは、甲は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 不可抗力又は法令変更等により、運営・維持管理業務の中止期間が６か月を超えた場

合においては、甲は、本事業契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、中

止が運営・維持管理業務の一部のみである場合には、その一部を除いた他の運営・維持

管理業務についてはこの限りでない。 

 

7  契約終了時の措置に関する事項 

契約終了時の措置に関する事項は、「事業契約書」の以下の条項のとおりである。 

＜事業契約書（抄）＞ 

（契約期間終了前の検査） 

第１００条 甲は、運営・維持管理期間満了６か月前までに、乙に通知を行い、本件施設

の現況を確認するための検査を行うことができる。この場合において、甲は、本件施設

が関係図書に適合しないと認めるときは、適合しない事項及び理由並びに是正期間を明

示して、その修補を請求することができる。 

２ 前項の修補に要する費用の負担は、次の各号に掲げる修補の発生の原因に応じて、そ

れぞれ次のとおりとする。 

（1）長期間の使用に伴い生ずる劣化で要求水準書に定める運営・維持管理の方法によっ

てもその発生がやむを得ないと認められるものについては、甲が負担する。 

（2）不可抗力によるものについては、第１５章に従う。 

（3）前２号以外によるものについては、乙が負担する。 

 

（原状回復義務） 

第１０１条 乙は、本事業契約が終了し、又は本指定が取り消された場合において、本事
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業契約に基づき取り壊すべき施設があるとき又は本件施設に乙が所有し若しくは管理

する工事材料、仮設物、機械器具その他の甲所有でない物件（乙が使用する構成企業等

その他の第三者が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。）

があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、本件施設を修復し、取片付けて、

甲に明け渡さなければならない。 

２ 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又

は本件施設の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を

処分し、若しくは本件施設を修復し、又は取片付けを行うことができる。この場合にお

いては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができ

ず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 

３ 第１項に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴い

て定めるものとする。 

４ 乙は、本事業契約が終了した場合においては、甲に対し、本件施設を運営・維持管理

するために必要なすべての書類を引き渡さなければならない。 

 

（業務の引継ぎ等） 

第１０２条 乙は、本事業契約が終了したとき又は本指定を取り消されたときは、甲の指

定する期日までに、甲又は甲の指定する者に文書で本業務の引継ぎを行わなければなら

ない。 

２ 甲は、必要と認める場合には、前項に定める引継ぎに先立ち、乙に対して甲又は甲の

指定する者による本件施設の視察を申し出ることができるものとする。 

３ 乙は、甲から前項の申出を受けた場合は、合理的な理由のある場合を除いてその申出

に応じなければならない。 

 

（利用料金の引継ぎ等） 

第１０３条 利用料金収入は、本件施設の利用に供する事業年度の会計に属するものと

する。 

２ 利用料金収入のうち、本件施設の利用に供する事業年度が本指定の指定期間を超え

るものについては、乙は、これを前受金として、甲又は甲の指定する者に引き継がなけ

ればならない。 

 

（本事業契約終了時の本件備品等の取扱い） 

第１０４条 乙は、本事業契約が終了したとき又は本指定を取り消されたときの本件備

品等については、甲の指定する期日までに甲に対して引き渡さなければならない。ただ

しリースの場合は甲、乙が協議の上定める。 

 


